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TRP の廃止措置を進めていく上での津波対策の基本的考え方 

（東海再処理施設の敷地に津波の浸入を許容する理由） 

 

令和 2 年 3 月 26 日 

再処理廃止措置技術開発センター 

 

本来、再処理施設は、平面的に広く多数の施設にリスクが分散しており、守るべ

き性能や施設が多岐に亘るため、敷地への浸水は合理的ではなく、ドライサイトに

より安全を確保することが求められていると認識。 

 

一方、東海再処理施設は廃止措置段階にあり、リスクが特定の施設に集中して

いるため、現状を含め今後の廃止措置の各段階において守るべき性能や施設が

限定的であり、敷地への浸水があっても当該施設に適切な津波防護対策を講じる

ことにより、安全を確保することが可能である。 

 

東海再処理施設においてリスクが集中している施設は高放射性廃液貯蔵場

（HAW 施設）であり、当該施設については、廃止措置計画用設計津波（以下「設計

津波」という）に対しても浸水することがないよう所要の安全対策を急ぐとともに、高

放射性廃液のガラス固化を速やかに進める。 

 

また、設計津波が発生したとしても環境への影響が大きく※ならないよう、管理区

域を有するその他の全施設及び関連施設(電源、ユーティリティ等)を対象に被ばく

影響評価を行い、守るべき施設について必要な対策を施す。 

 

その上で、環境への影響が大きくない場合であっても、東海再処理施設の廃止

措置が今後 70 年の長きに亘ることを考慮して、「津波防災地域づくりに関する法律」

に基づき行政機関（地方自治体）が定める最大クラスの津波（レベル２津波）に対し

て、低放射性廃棄物や製品の貯蔵施設においては放射性物質を施設外に散乱さ

せることがないよう、また、施設の安全機能に影響を生じないよう必要な対策を施

す。 

 

さらに、高放射性廃液のガラス固化処理は、東海再処理施設のリスク低減を進

める上で極めて重要であることから、設計津波が発生した後においても速やかにガ

ラス固化処理を再開させることが可能となるよう、HAW 施設と同様にガラス固化技

術開発施設（TVF）は設計津波に対しても浸水させない措置を取る。 

 
※ 「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（原子力規制委員会、平成

２５年１１月２７日制定、平成２６年１０月２９日、平成２９年 ４月 ５日改正）に「環境への影響が

大きい」とは、「敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり５ mSv を超えること」

とされている。 

 

 

＜3/11 監視チームにおける議論のまとめ＞ 

1.安全対策（津波）の基本的な考え方及びスケジュールについて 

②東海再処理施設の敷地に津波の浸入を許容する理由 

④運転中の施設（TVF）について 
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東海再処理施設における津波対策の実施フロー 

設計津波に対する
被ばく影響評価（※1）

環境への影響が
⼤きい施設

環境への影響が
⼤きくない施設

「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき⾏
政機関（地⽅⾃治体）が定める「最⼤クラスの津
波」（レベル2津波）に対して、施設の安全機能
に影響が⽣じないように対策を⾏うことを原則と
する。

リスクに応じた津波対策

性能維持施設
廃⽌措置期間中において継続使⽤する
施設。
・管理区域を持つ施設
・上記関連施設（ユーティリティ等）

設計津波に対して
施設に津波が浸⼊しない対策

○リスクが集中している施設（HAW施設）

廃⽌措置計画設計⽤地震及び津波によりTRP敷地
が浸⽔したとしても、施設内部への津波の浸⼊を
防⽌する。

※1 必要な追加対策も考慮した評価

設計津波に対して
所要の対策を実施


